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平成２９年度 第９回人事委員会 会議結果 

 

一 日 時     平成２９年９月４日（月） 午前９時５５分から１０時２０分まで 

 

二 場 所     人事委員会委員室（県庁第２庁舎７階） 

 

三 出席者 

１ 人事委員   委 員 長  上 田 博 久 

委   員  中 原   都 

         委   員  曽 我 紀 厚 

２ 事務局職員  事務局長  今 岡 誠 一  次長兼任用課長  山 添   久 

給与課長  吉 野 一 朗  係      長  富 山 哲 明  

係  長  湯ノ口   修   係        長  足 立 陽 子 

係  長  古 川 真 史 

３ 傍聴者    なし 

          

四 議 題 

  報告第１号 ２０１７年度給与勧告等に関する要求書について 

 

五 議 事 

議事について公開又は非公開のどちらとするかについて審議を行い、公開とすることについて全

員の合意を得た。 

 

◇報告第１号 

２０１７年度給与勧告等に関する要求書について、事務局が説明した。 

 

【説 明】 
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【質 疑】 

委 員 

７（１）について、昇任、昇給等で外国人に対する差別的扱いが現状あるというわけではないな。

または、そういう前提事実を組合から指摘されているというわけではないですよね。 

事務局 

  そのとおり。 

  これについては、当委員会の採用試験の募集要綱に、外国籍の方は公権力の行使する職（管理職）

にはつけないということは明記しているが、これは、憲法の解釈でやはり公権力を行使する職には当

然日本国籍を持つものしかつけないと総務省から見解が示されているし、平成 17 年に最高裁でそう

いった判決も出ており、これを踏まえてそのような取扱いになっているところ、主に教員の話として

教頭、校長になれないということについて要求が来ている。 

 外国籍の方をなるべく職の枠を広げて採用するようにという趣旨であると思う。 

委 員 

 外国籍の方は何人くらいか。 

事務局 

 役付になっている方ができているようなので、そういった方の今後の処遇面で言っておこうという

ことだろう。 

委 員 

 いずれにしても何十人もいらっしゃるわけではない。 

委 員 

  採用試験でもなかなか外国籍の方を見たことがない。 

  それから、５の不妊治療に関することであるが、この要求は継続３，４年目となるが、とりあえず

継続的にという話なのか、力を入れてという話なのか。 

事務局 

 今年は何らかの決着をつけたいということだと思う。 

委 員 

 非常勤の法改正があったが、また詳しく教えて欲しい。 

事務局 

 また詳しく説明させていただく。 

 一つは、事務補助の非常勤の大半が特別職の非常勤という扱いで、改正前の地公法では顧問とか参与

とか専門的知識を持って臨時的に携わることを想定した制度であるにも関わらず、事務補助等労働者性

の高い職員にも適用していたところだったが、それを厳格化し、任用上の整理をした。 

 それから、そういった方々に従来期末手当を支給していたが、支給根拠がなかったので訴訟になり負

けたことが問題となり、支給できるような制度に見直したということが背景にある。 

 

 

 

六 次回人事委員会の開催 

  平成２９年９月１３日（水）午前９時４０分から開催することとした。 

 

 

 

 

 


